
号

外�十五
令

和

七

年

四

月

一

日

岐
阜
県
内
の
全
て
の
市
町
村

七
級
地

目

次

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

一
ペ
ー
ジ

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

令
和
二
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会

規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中｢

百
分
の
十
八｣

を｢

百
分
の
二
十｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

百

分
の
十
四｣

を｢

百
分
の
十
六｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

百
分
の
十
三｣

を｢

百
分
の
十
二｣

に

改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

百
分
の
十｣

を｢

百
分
の
八｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中｢

百
分
の
八｣

を

｢

百
分
の
四｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中｢

百
分
の
四｣

を｢

百
分
の
一
・
八｣

に
改
め
、
同
項
第
七

号
中｢(

別
表
第
三
に
掲
げ
る
地
域
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
三)｣

を
削
る
。

第
五
十
条
中｢

百
分
の
二
百
十
五｣

を｢

百
分
の
三
百
十
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
の
部
１
の
項
中｢

十
二
号
給｣

を｢

一
号
給｣

に
、｢

三
十
五
号
給｣

を｢

十
九
号
給｣

に
改
め
、
同
部
２
の
項
中｢

二
十
一
号
給｣

を｢

五
号
給｣

に
、｢

四
十
四
号
給｣

を｢

二
十
八
号
給｣

に
改
め
る
。

｢

別
表
第
二
中

を

｣

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
四
月
一
日



｢

に
改
め
、
同
表
に

｣

備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

こ
の
表
の
支
給
地
域
の
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
名
称
及
び
そ
の
区
域
は
、
令
和
七
年
四
月

一
日
に
お
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
名
称
又
は
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影
響

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三

削
除

別
記
第
四
号
様
式
及
び
別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )２

岐
阜
県
内
の
全
て
の
市
町
村(

岐
阜
市
を
除
く
。)

岐
阜
市

七
級
地

六
級
地



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



附

則

(
施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
報
酬)

２

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
報
酬
を
支
給
す
る
地
域
は
、
岐
阜
県
会

計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

附
則
別
表
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

３

改
正
後
の
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
同
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
報
酬
の
級
地
の
区
分
は
次
に
掲
げ
る
区
分
と
し
、
同
項
の
割
合
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
級
地
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

一

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
二
十

二

十
九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
九

三

二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
二
・
四

四

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
二

五

一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
一
・
八

六

一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
一

４

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
報
酬
の
級
地
は
、
改
正
後
の
別
表
第
二

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

附
則
別
表(

附
則
第
二
項
、
附
則
第
四
項
関
係)

備
考

こ
の
表
の
支
給
地
域
の
欄
に
掲
げ
る
支
給
地
域
の
名
称
及
び
そ
の
区
域
は
、
令
和
七
年
四
月

一
日
に
お
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
名
称
又
は
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影
響

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )６

そ
の
他
人
事
委
員
会
が
認
め
る
地
域

岐
阜
県

東
京
都

都
道
府
県

岐
阜
市
、
大
垣
市
、
多
治
見
市
、
美
濃
加

茂
市
、
各
務
原
市
、
可
児
市
及
び
瑞
穂
市

以
外
の
市
町
村

大
垣
市

多
治
見
市

美
濃
加
茂
市

各

務
原
市

可
児
市

瑞
穂
市

岐
阜
市

特
別
区

支

給

地

域

地
域
ご
と
に
人
事
委
員
会
が
定

め
る
級
地

一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

十
九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

級

地

令
和
七
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


